
 1 

 

平成２６年北秋田市農業委員会第３回総会議事録 

 

１．開催日時 平成２６年２月１０日（月）午後１時３０分から午後２時３０分 

 

２．開催場所 北秋田市役所本庁舎 大会議室 

 

３．出席委員（３４名） 

１番 金 田 悦 子   ２番 小 野 安 則     ４番 簾 内  豊  

５番 佐 藤 篤 史   ６番 太 田 兵 一     ７番 三 沢 定 幸 

８番 三 沢 博 隆   ９番 佐 藤 茂 延    １０番 熊 田  進  

１１番 布 田 久 人  １２番 柏 木  勲     １３番 松 浦 義 春 

１５番 柴 田 喜代志  １６番 畠 山 正 敏    １８番 長 崎 成 人 

１９番 庄 司 憲三郎  ２０番 近 藤 利 紀    ２１番 湊    広   

２２番 齊 藤 富美雄  ２３番 嘉 成 久 雄    ２４番 長 岐 亮 仁 

２５番 楢 岡 悦 子  ２６番 春 日 正 一    ２８番 佐 藤 利 子 

２９番 佐 藤 哲 也  ３０番 三 浦  剛     ３１番 杉 渕  渉  

３２番 佐 藤  稔   ３３番 宮 腰 文 義    ３４番 春 日 祥 光 

３５番 木 村 正 彦  ３６番 藤 岡 茂 憲    ３７番 成 田 光 弘 

３８番 後 藤 久 美 

 

４．欠席委員（３名） 

１４番 柴 田 英 一  １７番 畠 山 隆 生    ２７番 加 藤 隆 悦 

 

５．欠員（１名） 

 

６．議事日程 

  第 １ 報告第 １号 会務報告 

  第 ２ 報告第 ２号 農地法第１８条第６項の規定による届出について 

  第 ３ 議案第 ８号 農地法第３条の規定による許可申請について 

  第 ５ 議案第 ９号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認 

について 

  第 ６ 議案第１０号 北秋田農業振興計画地域整備計画変更案に対する意見につい

て 
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７．出席した事務局職員 

事務局長 長 岐 正 美   副主幹 金 田 浩 樹   主査 鈴 木  潤 

 

８．議事録署名委員 

    ３０番 三 浦  剛     ３２番 佐 藤  稔 

 

９．会議の概要 

 

事務局  

 

 

会 長  

 

 

議 長  

 

 

 

 

 

 

議 長  

 

 

 

 

議 長  

 

 

 

事務局  

 

 

 議 長  

 

ご苦労様です。只今より平成２６年北秋田市農業委員会第３回総会を開催

いたします。会長からあいさつをお願いします。 

 

会長あいさつ 

（ 省略 ） 

 

２月の定例総会を開催したいと思います。出席状況から報告いたします。

委員３７名中、欠席届が出されておりますのが、１４番柴田英一委員、１７

番畠山隆生委員、２７番加藤隆悦委員の３名からの欠席届が出されておりま

す。３７名中３４名が出席しており、定足数に達しておりますので総会成立

となります。それでは第３回総会を始めたいと思いますので、よろしくご審

議をお願いいたします。 

 

議事録署名者の指名でありますが、当職より指名することにご異議ござい

ませんか。 

 

（ 異議なしの声 ） 

 

異議なしと認め当職より指名をいたします。３０番三浦剛委員、３２番佐

藤稔委員のご両名にお願いをいたします。それでは案件に入ります。「報告第

１号会務報告」を事務局よりお願いいたします。 

 

「報告第１号会務報告」議案書により説明。 

（ 詳細省略 ） 

 

会務報告でありますので、ご了承頂きたいと思います。次に「報告第２号

農地法第１８条第６項の規定による届出ついて」を議題として事務局の説明
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事務局        

 

 

 

議 長  

 

       

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

  

議 長 

 

 

 

 

議 長  

 

 

 

 

議 長  

 

 

 

事務局 

 

を求めます。 

 

「報告第２号農地法第１８条第６項の規定による届出ついて」議案書によ

り説明。 

（ 詳細省略 ） 

 

報告第２号について事務局より説明して頂きました。皆さんからのご質問

ご意見等頂戴いたします。何かございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

質問がないようですので次に進みたいと思います。次に「議案第８号農地

法第３条の規定による許可申請について」を議題として事務局の説明を求め

ます。 

 

「報議案第８号農地法第３条の規定による許可申請について」議案書によ

り説明。 

（ 詳細省略 ） 

 

議案第８号について事務局より説明して頂きました。皆さんからのご質問

ご意見等頂戴いたします。何かございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

質問がないようですので、質問を打切り採決いたします。議案第８号につ

きましては原案どおり決することにご異議ございませんか。 

 

（ 異議なしの声 ） 

 

異議なしと認め決定いたします。次に「議案第９号農業経営基盤強化促進

法に基づく農用地利用集積計画の承認について」を議題として事務局の説明

を求めます。 

 

「議案第９号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認

について」議案書により説明。 
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議 長 

 

 

 

 

 

１５番  

 

 

 

議 長  

 

議 長 

 

 

 

１８番 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 議 長 

 

なお、ただいま説明した計画要請の内容は、農業経営基盤強化促進法第１

８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

 

「議案第９号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認

について」につきまして、それぞれ説明が終わりました。質疑に入る前に利

用権設定の受付番号１３番、１４番、それから２８番から８０番までを除い

た、その他についてこれから質疑に入ります。皆さんからのご質問ご意見等

頂戴いたします。 

 

１５番柴田です。売買価格についてお伺いしたいと思います。今農家の人

方からなんぼで売ればいいとか、聞かれるわけですけども、そういう目安を

どうやって説明したらいいですか。 

 

暫時休憩いたします。 

 

休憩以前に引き続き会議をいたします。「議案第９号中」利用権設定の受付

番号１３番、１４番、それから２８番から８０番までを除いた、その他につ

いてご質問ご意見等何かございませんか。 

 

１８番長崎です。利用権設定の受付番号７番、８番についてですが、利用

目的（終期）期間が３年５ヶ月となっておりますが、どういう内容でしょう

か。 

 

 事務局説明願います。 

 

 議案第９号の受付場号７番、８番の期間・年数について説明いたします。

耕作者のＴＳさんがそれぞれ７番のＴＹさんと８番のＴＫさんから他の農地

も利用権設定によって耕作しております。その他の農地の貸し借りの終期が

平成２９年の６月となっておりまして、次回再設定をする際は同時に再設定

できるようにということです。これを設定しますと平成２９年の６月に利用

権が終期をむかえることになっております。そのため、半端ではありますが

３年５ヶ月の期間になっております。以上です。 

 

その他ご質問ご意見等何かございませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

（ なしの声 ） 

 

質問がないようですので、質問を打切り採決いたします。「議案第９号中」

利用権設定の受付番号１３番、１４番、それから２８番から８０番までを除

いた、その他について原案どおり決することにご異議ございませんか。 

 

（ 異議なしの声 ） 

 

異議なしと認め決定いたします。次に「議案第９号中」利用権設定の受付

番号１３番、１４番については議席番号２１番の湊広委員さんとの関連があ

りますので退席を求めます。暫時休憩いたします。 

 

（ ２１番湊広委員退席 ） 

 

休憩以前に引き続き会議をいたします。「議案第９号中」利用権設定の受付

番号１３番、１４番について質疑に入ります。皆さんからのご質問ご意見等

頂戴いたします。何かございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

質問がないようですので質問を打ち切り採決いたします。「議案第９号中」

利用権設定の受付番号１３番、１４番について、原案どおり決することにご

異議ございませんか。 

 

（ 異議なしの声 ） 

 

異議なしと認め決定いたします。暫時休憩をいたします。 

 

（ ２１番湊広委員入席 ） 

 

休憩以前に引き続き会議をいたします。次に「議案第９号中」利用権設定

の受付番号２８番から８０番については、ＪＡ鷹巣町理事との関連がありま

すので議席番号４番簾内豊委員・９番佐藤茂延委員・１１番布田久人委員の

退席を求めます。暫時休憩いたします。 
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議 長 

 

 

 

７番 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長  

 

 

 

 

 

 

議 長  

 

 

 

（ ４番簾内豊委員・９番佐藤茂延委員・１１番布田久人委員退席 ） 

 

休憩以前に引き続き会議をいたします。「議案第９号中」利用権設定の受付

番号２８番から８０番について質疑に入ります。皆さんからのご質問ご意見

等頂戴いたします。何かございませんか。 

 

 ７番三沢です。受付番７５番から８０番ですけど。耕作者が新規に請け負

う面積が現在耕作している面積よりかなり大きいのですが、設備とかは大丈

夫かと心配しているのですが、そこは大丈夫ですか。もう一つは、前に戻る

かと思いますが、受付番号３７番は先ほどの１８条の所で説明ありましたが、

解約された土地を他者へ利用権設定する場合、面積拡大の加算金２万円は該

当なるかどうか。以上です。 

 

 ２点について説明願います。 

 

 まずは７５番から８０番の耕作者の状況でありますが。こちらで世帯の農

業従事者、農業用機械の台数を確認しまして、特別問題ないと判断しており

ます。そして３７番の１８条の解約があがり、今回利用権設定があがった件

ですが、申請は鷹巣町農協が代理人として同意し、円滑化代理事業で申請が

あがってきております。ただ円滑化代理事業がすべて集積加算の２万円の該

当になっているかというのは申請段階では分からない状態です。以上です。 

 

 暫時休憩いたします。 

 

休憩以前に引き続き会議をいたします。「議案第９号中」利用権設定の受付

番号２８番から８０番まで、その内の受付番号４６番、４７番を除いて、そ

の他について質疑に入ります。皆さんからのご質問ご意見等頂戴いたします。

何かございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

質問がないようですので質問を打ち切り採決いたします。「議案第９号中」

利用権設定の受付番号２８番から４５番まで、４８番から８０番までは原案

どおり決することにご異議ございませんか。 
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議 長  

 

議 長  

 

 

 

 

 

 

 

議 長  

 

 

 

 

 

 

議 長  

 

 

 

 

 

議 長  

 

 

 

 

議 長  

 

 

 

事務局  

（ 異議なしの声 ） 

 

異議なしと認め決定いたします。 

 

次に「議案第９号中」利用権設定の受付番号４６番、４７番については議

席番号７番三沢定幸委員さんとの関連がありますので退席を求めます。暫時

休憩いたします。 

 

（ ＪＡ鷹巣町理事退席したまま ） 

 

（ ７番三沢定幸委員退席 ） 

 

休憩以前に引き続き会議をいたします。「議案第９号中」利用権設定の受付

番号４６番、４７番についてＪＡ鷹巣町の理事さん退席のままで進めたいと

思います。受付番号４６番、４７番について皆さんからのご質問ご意見等頂

戴いたします。何かございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

質問がないようですので質問を打ち切り採決いたします。「議案第９号中」

利用権設定の受付番号４６番、４７番について、原案どおり決することにご

異議ございませんか。 

 

（ 異議なしの声 ） 

 

異議なしと認め決定いたします。暫時休憩いたします。 

 

（ ４番簾内豊委員・９番佐藤茂延委員・１１番布田久人委員入席 ） 

（ ７番三沢定幸委員入席 ） 

 

休憩以前に引き続き会議をいたします。「議案第１０号北秋田農業振興計画

地域整備計画変更案の対する意見について」を議題として事務局の説明を求

めます。 

 

「議案第１０号北秋田農業振興計画地域整備計画変更案の対する意見につ
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事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長  

 

 

１５番  

 

 

議 長  

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

いて」議案書により説明。 

（ 詳細省略 ） 

 

 議案第１０号の北秋田農業振興計画地域整備計画変更案について説明いた

します。まずは５４ページをご覧ください。平成２６年１月２０日付けで北

秋田市長より北秋田農業振興計画地域整備計画変更案に対する意見を求めら

れております。今回の変更案は３件。除外が３件となっておりますが、詳細

は５６ページをご覧ください。変更３件すべて（２）のところですが、変更

要件には適合していると農林課から意見を求められております。詳細につき

ましては、まずは１件目。５８ページから６１ページですが、木戸石字才ノ

神沢地区、植林目的のための除外です。続いて２件目が６２ページから６５

ページ。こちらは米内沢大沢地区です。こちらも植林目的のための除外。３

件目です。６６ページから６９ページ。こちらは小森字岩ノ目地区。農家住

宅の建築のための除外となっております。みなさんのご審議よろしくお願い

いたします。 

 

議案第１０号について事務局より説明して頂きました。皆さんからのご質

問ご意見等頂戴いたします。何かございませんか。 

 

１５番柴田です。農家住宅とは普通の生活できる住宅、それとも農業用関

係の建物ですか。 

 

事務局説明願います。 

 

３番の農家住宅用地の申請でありますが、農地転用の農振除外も同じなの

ですが、一般の住宅というのは５００㎡、農家住宅というのは１０００㎡と

いうふうに上限が定められております。農家住宅というのは、一般の住居の

ほかに農業用物置とか資材置き場とか倉庫を建築するために面積が１０００

㎡と上限が定められておりまして、そのため９８８㎡の除外の申出となって

おります。以上です。 

 

その他皆さんからのご質問ご意見等ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 
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議 長  

 

 

 

 

議 長  

 

 

 

質問がないようですので質問を打ち切り採決いたします。「議案第１０号」

について、原案どおり決することにご異議ございませんか。 

 

（ 異議なしの声 ） 

 

異議なしと認め決定いたします。以上をもって、提出議案はすべて終了し

ました。これをもって「平成２６年第３回北秋田市農業委員会総会」を終了

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


